
　令和7年9月末日現在、103病院が宣言され、認定取得に向けて勤務環境改善への取組みを開始されています。
　宣言書は、随時受付中です。未宣言の病院は、まずは「いきいき働く医療機関宣言書」をセンターに提出しましょう。

いきいき働く宣言医療機関 （令和7年9月末日現在） ※表示はセンターへの宣言書到着順

〜勤務環境改善で人材確保・定着へ。
改善に向けてまずは宣言を！〜
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「いきいき働く医療機関宣言」 受付中！

京都医療労務管理相談コーナー
TEL 075-354-8844　FAX 075-354-8834

京都府医療勤務環境改善支援センター
TEL 075-354-8830　FAX 075-354-8834

業務時間
場　　所　

月曜日～金曜日（土日祝日、年末年始を除く）９時30分～ 17時30分
COCON烏丸８階（京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地）
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「京都いきいき働く医療機関認定制度」
¥¥～より働きやすい働きがいのある職場を目指して～
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いきいき働く認定医療機関（基本認定：令和7年9月末日現在）
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　当センターでは、平成29年1月から「京都いきいき働く医療機関認定制度」を開始しました。
　職員一人ひとりがいきいきと輝ける職場づくりに取組むことを宣言し、勤務環境改善に取組む病院をセンターが認定します。
　本制度により、自院の勤務環境における課題が明確になり、認定取得に向けた取組みを通じて職員のモチベーションを高め、さらには認定
取得により働きがい・働きやすさを広くアピールすることで、人材確保・定着に繋がります。
　センターでは、現在、下記の53病院を「いきいき働く基本認定医療機関」に認定しています。基本認定に必要な50項目が達成できましたら、
センターへ申請いただき、センターによる実施確認、認定審査会での審議を経て認定します。まずは取組みの初めとして宣言書をセンターにご
提出いただき、その後、基本50項目が達成できましたら、センターへ申請をお願いいたします。
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　宿日直許可については、取得後も許可内容通りに運用することが重要です。そのためにも現状の運用状況
を把握することが必要となります。今回はその確認ポイント等を掲載しておりますので、院内の状況を確認す
るために是非、ご活用ください。

● 労働密度が低く、十分な休息をとることが可能と認められる宿日直は、労働基準監督署長から「宿日直許可」を得ることができ、宿日直許可
の対象となった業務に従事する時間は、労働基準法の労働時間規制の対象から除外される仕組みです。

● 医師に時間外労働の上限規制が適用されるに当たり、様々な実態がある医師の夜間の勤務について、実態を適切に反映した労働時間を把
握する必要がありました。宿日直許可の取得を通じて、医師の夜間の勤務のうち、労働時間規制の対象となる時間と、そうでない時間を区別
して把握します。

● また、宿日直許可の取得のプロセスの中で、例えば、夜勤の看護師等が医師を呼ぶ際のルールを明確化する、夜間の医師の業務の一部を看
護師等の医療スタッフにタスク・シフト/シェアする等の取組みを行うことで、医師の負担を軽減し、宿日直許可の取得につながることがあり
ます。こうした取組みは、宿日直許可の取得を通じた“働き方改革”であると言えます。

● こうしたプロセスや取組みを支援するために、国や都道府県（医療勤務環境改善支援センター）は、医療機関が必要な許可申請を円滑に行え
るような支援を行っています。

宿日直許可取得後の適切な運用について

Ⅰ．宿日直許可の基本的な捉え方
宿日直許可とは？

医師の働き方改革との関係は？
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医療機関の業務体制を全体で見直すことで、医師不足により長時間労働が常態化している診療科・病棟等での働き方改革を推進（医療機関全体
で考えるタスク・シフト/シェアのアイデア）

● 医師は、宿直明けの業務負担軽減や、宿直明けを休みとする取組みにより、満足度が向上するという調査結果があります。
● 宿日直許可取得後も、医師の宿日直業務の勤務環境改善に向けた取組みを進めましょう。
● 副業・兼業先で宿日直業務に従事する場合があります。医師からの自己申告等に基づき、副業・兼業先の勤務実態も確認できる体制を確保しましょう。

❶ 許可を受けた宿日直中に、「通常と同態様の業務」を行った場合、その時間は労働時間です。この時間については、宿日直手当と
は別に本来の賃金（必要な割増賃金を含む）を支払う必要があります。

❷ 許可を受けた後に、許可の内容に沿った運用ができなくなった又は許可の内容から勤務実態が事実上乖離してしまった場合には、許可の効果
が及ばなくなる（宿日直中の全ての時間が労働時間となる）可能性があります。このような場合には、まずは勤務内容の見直しを行ってください。

❸ それでも許可の内容に沿った運用が難しい場合には、許可の再申請等を行う必要があります。

● 少人数の医師で、幅広い業務を担い、長
時間労働が常態化する診療科・病棟

● 地域医療を担う救急医療機関等では、特
に夜間・休日の医師確保が難しく、特定
診療科の医師が、日中の外来診療後も病
院で勤務し続けている。

● 特定診療科の夜間・休日業務
→協働可能な内容を分類し、他診療科の
医師と協働（タスク・シェア）

● 日中の業務
→比較的容易な内容で、移管可能なもの
を、子育て医師やシニア医師、他職種等、
事できる人材に移管（タスク・シフト）

● 長時間労働が常態化している医師は、夜間・
休日に十分な休息を得ることができる（→オ
ンコール化・宿日直許可取得にもつながる）

● 自身の専門性を生かした業務に集中できる
● 潜在的な人材が活躍できる場を構築できる

【参考】宿日直許可の取得を通じた“ 働き方改革”

（例）心臓血管外科医の術後管理業務を、麻酔科医・
　　循環器内科医・救急医が担当する等

以下の「宿日直許可書への適合状況」についてご確認ください。
チェックがつかない項目があれば、宿日直許可の効果が発生していない可能性
があります。宿日直業務について見直しを行ってください。

□ 1回の宿日直業務に、許可された人数を超える数の医師
を就かせていないか。

□ 1人の医師が宿日直業務に就く回数が、許可を上回るも
のとなっていないか。

↓ 宿日直許可書への適合状況 ↓

□ 宿日直許可書の内容や宿日直許可中の業務態様が、宿日直を行う医師と一緒に働く他のスタッフ等にも共有されているか。
□ 仮眠室の整備など、宿日直中に十分な休憩や睡眠を確保できるような環境整備を行っているか。
□ タスク・シフト／シェアを進めるなど、宿日直中の医師の業務量削減に努めているか。
□ 通常業務が発生した場合の連絡体制（オンコール医師など）を確保しておくなど、宿日直許可のある宿日直に従事する医師が通常と
同態様の業務に従事しなくてよいように努めているか。

□ 宿日直明けの勤務者への配慮（連続当直をしない、当直明けの日勤をいれない等）を行っているか。

※副業・兼業先とは、複数の勤務先で勤務する医師について、自院以外の全ての勤務先を指します。例えば、医師の派遣を受け入れている医療機関にとっては、派遣元の医療機関が副業・兼業先となります。

医療機関を対象とした勤務環境改善に関する研修会等を開催します。
勤務環境改善に関する研修会等の実施

勤務環境改善推進員および社会保険労務士等のアドバイザーを直接、医
療機関へ派遣し、現状の勤務環境の把握、勤務環境改善に関する相談・支
援を行っています。

医療機関への病院訪問

「京都いきいき働く医療機関認定制度」を推進し、医療機関へ勤務環境改
善マネジメントシステムの導入の促進を図ります。

医療機関の勤務環境に係る実態把握

随時医業経営や労務管理のアドバイザーが医療機関からの勤務環境改善
に関する相談、照会等に対応すると共に、ニーズに応じて医療機関に勤務
環境改善推進員、社会保険労務士等のアドバイザーを派遣し、勤務環境改
善のための取組みの支援を行っています。

勤務環境改善に取組む医療機関への個別支援・相談対応等

京都私立病院協会ホームページ（https://www.khosp.or.jp/）の「研修会・イベント申込」か
らお申し込みください。定員に達し次第、締め切りますので、お早目にお申し込みください。

●今後のスケジュール

10月22日（水）午後2時30分～午後4時30分
京都経済センター
「カスハラ対策法施行に伴う医療機関の対応～措置義務の内容と具体的対策について～」
岸川 守 氏（関西ステート経営労務事務所 代表・特定社会保険労務士）
病院の事務長、看護部長などの経営・労務の管理者及び労務管理を担当している実務者
72名

10月28日（火）午後2時30分～午後4時30分
京都経済センター
『「ただの病院」から「選ばれる病院」へ～病院経営におけるブランディング戦略の第一歩～』」
岩下 雅敏 氏（アートバイタル株式会社 CEO）
理事長・院長・事務長・看護部長等の管理者
会場60名（先着順）

参加費
無料99月の活動内容

医療勤務環境改善研修会
「カスハラ対策法施行に伴う医療機関の対応～措置義務の内容と具体的対策について～」

医療従事者確保・定着のための経営・勤務環境改善研修会（第1回）

日　時 ：
場　所 ：
テーマ ：
講　師 ：
対　象 ：
定　員 ：
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場　所 ：
テーマ ：
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※お申し込み方法

● 単に、宿日直許可により在院時間の一部が上限規制との関係で労働時間から除外されることをもって、労働時間の短縮や勤務環境の改善が
なされたと捉えるべきものではありません。宿日直許可の取得を通じて確認された労働時間等の実態を前提に、医療機関は、宿日直許可取
得後も、様々な“働き方改革”を進めていくことが求められます。

● 宿日直許可は、許可を受けた勤務態様で宿日直の業務に従事する場合に、労働時間規制の適用除外となるものです。宿日直許可取得後も、
実際に許可を受けた勤務態様で宿日直の業務に従事しているかを確認するなど、適切な労務管理を継続する必要があります。

Ⅱ．宿日直許可の取得後に重要なこと

Ⅲ．宿日直許可取得後の労務管理について

宿日直許可の取得後に重要なことは？

STEP 01 宿日直許可書の内容と実態を確認しよう!!

STEP 02  宿日直業務時の勤務環境改善を進めよう!! （※副業・兼業先の宿日直業務も確認しよう）

自身の能力を最大限発揮
よりよい医療の提供へ

※診療科を限定した許可である場合もあります。この点についてもご確認をお願いします。

※診療科を限定した許可である場合もあります。この点についてもご確認をお願いします。
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□ 許可した開始時間前又は終了時間後に、宿日直業務に
就かせていないか。

許可事例

□ 許可した金額以上の宿日直手当を支払っているか。
□ 宿日直業務に就く医師に変更があった場合、都度宿日直
手当の金額に不足がないか確認しているか。

院内の勤務環境改善の取組み

□ 副業・兼業先で医師が宿日直業務に就いている場合、副業・兼業先の宿日直許可書の内容の確認に努めているか。
□ 副業・兼業先で宿日直の時間帯に突発的に診療等の通常業務を行った時間を確認するため、副業・兼業を行っている医師本人からの
自己申告等による確認を行う体制を構築しているか。

副業・兼業先

許可事例

宿日直の人数

宿日直の回数

宿日直の時間帯

宿日直の手当

□ その時間を把握しているか。
□ その時間について、別途賃金（必要な割増賃金を含む）を支払っているか。
※支払っていない場合、労働基準法違反になります。

やむを得ず宿日直の時間帯に突発的な診療等の通常業務を行った場合には…

上の２つが□の場合でも

□ 就寝設備は引き続き備わっているか就寝設備

□ 宿日直業務の時間帯に、本来業務である診療やその準備行為、後処理（電子
カルテの確認等）を行うことが常態化していないか（あっても稀か）。

□ 突発的な事故による応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等への対応
の頻度が、許可申請時点から相当程度増加していないか。（新たに救急病院
の指定を受けたなど許可申請時点から事情の変更はないか。）

宿日直業務の態様
慢性的なマンパワー不足
医師の長時間労働現状 業務の協働と

移管の連鎖取組 多くの人材の活躍を促す
働き方改革の実現改善

!

宿日直許可のある宿日直中を含め、日々の労働時間管理が適切に行われていることが大前提です。
まずは、労務管理者は、宿日直を行う医師に、宿日直許可書の内容や宿日直中に従事する業務内容等について、しっかりと周知を行いましょう。
その上で、以下のステップにより、宿日直許可取得後の宿日直業務に対する労務管理が適切か、確認しましょう。

STEP 02   宿日直業務の勤務環境改善に向けたチェックリスト

STEP 01   宿日直業務に関するチェックリスト②

STEP 01   宿日直業務に関するチェックリスト①


